
  

 

居宅介護支援 重要事項説明書         

 

令和 ６ 年 １１ 月 １ 日現在 

 

 

1.  事業者（法人）の概要 

事 業 所 （ 法 人 ） 名 医療法人 明石会 

所 在 地 大分県佐伯市長島町２丁目１８－２４ 

連 絡 先 ０９７２－２３－８８７７ 

代 表 者 名 理事長 曽根 勝 

 

2.  居宅介護支援事業所ひとときの概要 

 
（１）居宅介護支援事業所の指定番号および提供地域 

事 業 所 名 居宅介護支援事業所ひととき 

事 業 所 の 所 在 地 大分県佐伯市長島町２丁目１８－２４                 

介 護 保 険 指 定 番 号 居宅介護支援 （4470501646） 

連 絡 先 070-6440-6380 

管 理 者 岩本 由美 

 

（２）同事業所の職員体制 

 常勤 業務内容 

管 理 者 １名（専従/兼務） 事業所の職員・業務の管理 

介 護 支 援 専 門 員 ３名以上  居宅介護支援業務 

 

（３）営業日及び営業時間 

営 業 日 月～金曜日 土曜日 

営 業 時 間 ８：３０～１７：３０ ８：３０～１２：３０ 

休 日 日曜・祝日（８/１３～８/１５及び１２/３１～１/３） 

    ※電話等により24時間常時連絡が可能な体制をとり、必要に応じて利用者等の相談に応じます。 

      各介護支援専門員対応可 

 

   （４）サービスを提供する実施地域 

サービスを提供する実施地域 佐伯市 

      ※上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。 

 

４  事業の目的及び運営の方針 

  （１）事業の目的 

 医療法人明石会が設置する居宅介護支援事業所ひととき（以下「事業所」という。）が行う指定

居宅介護支援事業の事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するために必要な人員及び

管理運営に関する事項を定め、指定居宅介護支援の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態の

利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定居宅介護の提供を確保すること

を目的とする。 

 



  

 

（２）運営の方針 

1.  指定居宅介護支援においては、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、その

有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。 

2.  事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づ

き適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供

されるよう配慮して行う。 

3.  事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供さ

れる居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することの

ないよう、公正中立に行う。 

4.  事業所は、利用者の利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援セン

ター、 他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。   

5.  事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、

従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。 

6.  事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては介護保険法第１１８条の２第１項に

規定する介護保険関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うように努める。 

7.  前６項のほか、「佐伯市指定居宅介護支援事業所の指定並びに指定居宅介護支援等の事業

の人員及び運営に関する基準を定める条例」（佐伯市条例第２１号）に定める内容を遵守し、

事業を実施するものとする。 

 

５  居宅介護支援内容 

   （１）指定居宅介護支援の内容 

1. 居宅サービス計画の作成 

2. 居宅サービス事業者、医療機関等との連携・調整 

3. サービス実施状況の把握・評価 

4. 利用者状態の把握 

5. 給付管理 

6. 要介護認定申請に対する協力・援助 

7. 介護保険施設への紹介 

8. 相談業務 

     

   （２）オンラインモニタリングについて 

 

1. 利用者の同意を得る 

2.  サービス担当者会議において次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係者の合意

を得ていること。 

・ 利用者の状態が安定していること 

・ 利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができる事（家族の支援を含む） 

・ テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について他のサービス

事業者との連 携により情報を収集すること。 

3. 少なくとも２月に１回（介護予防支援の場合は６月１回）は利用者宅の居宅を訪問すること。 

 

 



  

同意欄 説明 

 利用者の状態が安定していることを前提として実施します。 

 実施にあたっては、主治医及びサービス事業者等の合意を得ます。 

 ２か月に１回は利用者の居宅を訪問して面接を行います。 

 感染症が流行している状況でも、非接触での面会が可能になります。 

 利用者の健康状態や住環境等については、画面越しでは確認が難しい事からサービス

事業所の担当者から情報提供を受けます。 

 

６  利用料金 ※居宅介護支援料金については別紙記載 

（１）介護保険給付対象サービス 

指定居宅介護支援事業を実施した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、

当該指定居宅支援事業者が法定代理受領（法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金

に相当する給付を直接受領すること）である時は無料とする。 

利用者の滞納の為、法定代理受領ができなく 

なった場合、要介護度に応じて下記の金額（１か月あたり）をいただき「サービス提供証明書」を

発行いたします。後日、保険者の窓口に提出することで、全額払い戻しを受けることができます 
 

（２）交通費について 

通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合、通常の

事業実施地域を越えた地点から交通費の実費をいただきます。なお、自動車を使用した場合は片道

１０ｋｍ以上に付き１１０円いただきます。 
 

（３） 解約料について 

利用者は契約を解約することができ、解約料は一切かかりません。 
   

７  相談・苦情の窓口 

 
（１） 当事業所の相談・苦情窓口 

当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している 

各サービスについてのご相談・苦情を承ります。 

相談・苦情の担当者 ひととき 管理者 岩本 由美 

連 絡 先 ０７０－６４４０－６３８０ 

受 付 時 間 月～金曜日 ８：３０～１７：３０/ 土曜日 ８：３０～１２：３０ 

 
 （２） その他の相談窓口 

佐伯市高齢者福祉課介護保険係  ０９７２－２２－３１１７ 

大分県国民健康保険団体連合会  ０９７－５３４－８４７５ 

大分県福祉サービス運営適正化委員会  ０９７－５５８－０３００ 

 

８ 秘密保持 

1． 事業者の介護支援専門員および事業者の使用するものは、サービス提供をする上で知り得

た利用者および家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務

は契約終了後も同様です。 

2． 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利

用者の個人情報を用いません。 

⒊ 事業者は、利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等にお

いて、当該家族の個人情報を用いません。 



  

 

9  個人情報の取り扱いについて 

1． 事業所は、利用者及び家族の個人情報の管理について「個人情報の保護に関する法律」及

び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため

のガイドライン」を守って適切な取扱いを行います。 

2． 事業者が知り得た利用者及び家族の個人情報については、原則的にサ－ビス調整等の目的

以外には利用しません。 

①介護保険サービスを円滑に提供するために実施されるサービス担当者会議に必要とな

る場合。 

②介護支援専門員と介護サービス事業者との連絡調整及びサービス事業所間の連絡調整

に必要となる場合。 

③サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等の場合。 

④利用者に病状の急変が生じた場合の主治医への連絡の場合。 

⑤利用者の心身の状況などを家族に説明する場合。 

⑥介護保険事務に関する情報提供の場合。 

⑦地域包括支援センターが主催する地域ケア会議に事例提供する場合。 

外部への情報提供については必要に応じて利用者及び家族又はその代理人の了承を得ます。 

 

１０ 事故発生時の対応 

1． 事故が発生した場合は、利用者に対し、応急措置、医療機関への搬送等の措置を講じると

ともに、速やかに家族等及び関係諸機関に事故発生状況及び今後の対応等について報告い

たします。 

2． 事故等により要介護認定に影響する可能性のある場合には市町村（保険者）に事故の概要

を報告いたします。 

3． 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生

命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。 

4． 事業者は、自己責任に帰すべき理由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以

下の各号に該当する場合には、事業者は賠償責任を免れます。 

① 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを

告げず、また不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が生じた場合。 

② 契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意に

これを告げず、また不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が生じた場合。 

③ 契約者が急激な体調の変化等、事業所の実施したサービスを原因としない事由にもっ

ぱら起因して損害が発生した場合。 

④ 契約者が、事業者もしくはサービス従業者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱ

ら起因して障害が発生した場合 

１１ 医療との連携 

1.  居宅介護支援事業所と入院先医療機関との連携がスムーズに図れるよう、利用者が入院し

た場合には、担当介護支援専門員の氏名及び連絡先を入院先の医療機関にお伝えください。 

2.  介護支援専門員は、居宅サービス事業所から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬

状況、モニタリング等の際に介護支援専門員自身が把握した利用者の状態等について、介護

支援専門員から主治の医師や歯科医師薬剤師に必要な情報伝達を行います。  

3.  介護支援専門員は利用者が訪問看護や通所リハビリテーション等の医療系サービスを希望

した場合、その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師の意見を求

めることとする。この場合において、介護支援専門員は作成した該当のサービス計画書を主

治の医師又は歯科医師に交付します。 

 



  

１２ 公正中立なケアマネジメントの確保 

複数事業所の説明等 利用者は、ケアプランに位置付ける介護サービス事業所について、複数の

事業所の紹介や、その選定理由について事業者に求める事が出来ます 

１３ 虐待防止のための措置 

高齢者虐待防止法の実効性を高め、利用者の尊厳の保持、人格の尊重が達成されるよう、虐待防

止に関する下記の措置を講じます。 

1. 虐待防止委員会の開催 

2. 高齢者虐待防止のための指針の整備 

3. 虐待防止研修の実施 

4. 専任担当者の配置 

虐待防止に関する担当者  

１４ 業務継続に向けた取り組み 

感染症や自然災害が発生した場合であっても、利用者が継続して居宅介護支援の提供を受けられる

よう、業務継続計画を策定するとともに、当該計画に沿った研修及び訓練を実施します。 

１５ 感染症の予防及びまん延の防止のための措置 

感染症の発生及びまん延を防止できるよう、下記の措置を講じます。 

1. 感染対策委員会の開催 

2. 感染症及びまん延防止のための指針 

3. 感染症及びまん延防止のための研修及び研修の実施 

4. 専任担当者の配置 

感染防止に関する担当者  

１６ 身体拘束等の原則禁止 

利用者又は他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束

を行いません。身体拘束を行う場合は、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由を記録します。 

 

１７ 重要事項の説明日 

  

 

この重要事項の説明年月日 

 

   

 令和     年      月       日 

 

指定居宅介護支援サービスの開始にあたり、利用者に対して重要事項を交付の上、居宅介護支援サービス 

   利用及び重要事項の説明を行いました。 

 

所在地 佐伯市長島町２丁目１８－２４ 

事業所名 居宅介護支援事業所 ひととき 

 

説明者氏名 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 私は、重要事項説明書に基づいて居宅介護支援についての重要事項の説明を受け、 

その内容を同意の上本書面を、受領しました。 

 

 

 

 

 

利用者 

 

 

住所 

 

 

 

氏名 

                                                            

 

 

㊞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族 

（代理人） 

 

 

住所 

 

 

 

氏名 

                                                            

 

 

㊞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

居宅介護支援利用料について                        （別紙１） 

基本報酬 

 

居宅介護支援費 
要介護１～２ １０８６単位 / 月 

基本の額に特定事業

所加算Ⅱ【４２１単

位/月】を加えた額で

す 
要介護３～５ １４１１単位 / 月 

    

  ※利用者の数は、４５未満とする。 

（要介護者の数に要支援者の数に３分の１を乗じた数を加えた数が４４又はその端数を増すごとに１とする。） 

 加算について 

加算名称 料金（単位数）  

初回加算 

 

３００単位 ① 新規に居宅サービスを作成する場合 

② 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅介護

サービス計画を作成する場合 

③ 要介護状態区分が２区以上変更された場合に居

宅サービス計画を作成する場合 

入院時情報連携加算（Ⅰ） ２５０単位 利用者が病院又は診療所に入院した日のうちに、当

該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係

る必要な情報を提供した場合。 

入院時情報連携加算（Ⅱ） ２００単位 利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日また

は翌々日に、当該病院又は診療所の職員に対して当

該利用者に係る必要な情報を提供した場合。 

退院・退所加算（Ⅰ） 

 

イ ４５０単位 病院若しくは診療所に入院又は地域密着型介護老

人福祉施設若しくは介護保険施設に入所していた

者が退院又は退所に当たって、病院等の職員と面談

を行い、利用者に関する必要な情報の提供を受けた

上で、居宅サ－ビス計画を作成した場合。入院又は

入所期間中につき 1回を限度とする。初回加算算

定の場合は当該加算を算定しない 

ロ ６００単位 

退院・退所加算（Ⅱ） 

 

イ ６００単位 

ロ ７５０単位 

退院・退所加算（Ⅲ） 

 

９００単位 

緊急時等居宅カンファ

レンス加算 

 

２００単位 病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所

の医師又は看護師と共に利用者の居宅を訪問しカ

ンファレンスを行い、必要に応じて当該利用者に必

要な居宅サ－ビス又は地域密着型サ－ビスの利用

に関する調整を行った場合。 

1月に2回を限度として算定  

通院時情報連携加算 ５０単位 利用者が病院または診療所において医師又は歯科

医師等の診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医

師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な

情報提供を行うとともに、医師又は歯科医師等から

利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅

サービス計画に記録した場合。 

1月に1回を限度に算定            

特定事業所加算（Ⅰ） ５１９単位 要件あり 

特定事業所加算（Ⅱ） ４２１単位 要件あり 

特定事業所加算（Ⅲ） ３２３単位 要件あり 

特定事業所加算（Ａ） １１４単位 要件あり 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


